
小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  
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県  
（注）1．児童数については、平成20年5月1日現在の人数（文部科学省「学校基本調査速報」）。   

2．放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）。  
3．割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  

放課後児童クラブの国庫補助について  

運営費の負担の考え方（児童数36～70人の場合）  
児暮1人当たりの公費負担額 （保  

1′2  

育所との比較）  

紳輔帖柏  【放課後児童クラブ】（1人当たり月額）  

481．7  
都県 万円  公費負担額 

1′21′※， 
2，900円 

1／3 1／3 雪㌍実習 1／3※「国1ノ6」の財源は事業主拠出金  

ll ll ※平成20年度放課後児童健全育成事業費予算顔を基に算出  

【保育所】（1人当たり月額）  

○全体の概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  年齢区分 公費負担額  

○残りの1／2分について、児童数が10人以上で、原則、  

長期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開設  
0歳児 13．8万円  

するクラブに補助。  1・2歳児 6．8万円  

○児童数36～70人の場合、国庫補助基準額：240．8万円  3歳児  2．2万円  
○その他、開設日数・開設時間に応じて加算  

4歳以上児 1．7万円  

※ 250日は、授業巳＝200日、長期休暇45日、クラブ運営上必要な日（遠足等を想  X平成20年度保育所運営費負担金予算綾を基に算出  

定）土日で5日を想定。  

（参考）放課後児童クラブにかかる平成21年度概算要求額 278．5億円（91，6億円増）  



の処遇について  

指導員の平均勤続年数は、♯勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なものとなって  
いる。  

（施設勃）  

1年未満  1－3年未満  3－5年未満  5－10年未満  10～20年未満  20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（0．8％）   （8．8％）   （27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  1．015  

3   22   19   80   125   
公立公営  0  

（1．2％）   （8．8％）   （7．6％）   （32．1％）   （50．2％）  
249  

54   213   284   39   6   
公立民営  6  

（9．0％）   （35．4％）   （47．2％）   （6，5％）   （1．0％）  
602  

32   39   51   33   7   

民立民営  2  （19．5％）   （23．8％）   （31．1％）   （4．3％）   
164  

（20．1％）  

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

（6．5％）   （42．2％）   （34．7％）   （13．8％）   （2．5％）   （0．3％）  
896  

110   44   32   5   0   

公立公営  38  （19．2％）   （14．0％）   （2．2％）   （0．0％）  
229  

199   240   74   14   2   
公立民営  13  

（36．7％）   （44．3％）   （13．7％）   （0．4％）  
542  

（2，6％）  

69   27   18   3   

民立民営  7  （55．2％）   （21．6％）   （14．4％）   （0．8％）   
125  

（2．4％）  

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

5万円～   10万円～   15万円～   20万円～   25万円－   30万円～   

5万円未満  40万円以上  合計  

常勤  
4   29   102   568   80   18   74   64   

（0．4％）   （3．1％）   （10．9％）   （60．5％）   （8．5％）   （1．9％）   （7．g％）   （6．9％）  
939  

公立公営   
6   18   36   5   7   71   61   

（0．5％）   （2．g％）   （8．8％〉   （17．6％）   （2．4％）   （3．4％）   （34．6％）  （29．7％）  
205  

19   49   473   30   3   0   2   

公立民営  2  （3．3％）   （8．5％）   （81．8％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   （0．3％）  
578  

4   35   59   45   8   3   

民立民営  ■  （2，6％）   （22．4％）   （37．8％）  （28．8％）   （5．1％）   （0．6％）   （1．9％）   
156  

非常勤  
273   365   92   101   41   0   

（10．5％）   （11．6％）   （4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   （0．1％）  
874  

（31．2％）  （41，8％）  

公立公営   68   30   18   83   38   0   0   

（7．6％）   （34．9％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．0％）  
238  

（28．6％）  （12．6％）  

288   46   12   2   0   0   

公立民営  172  （8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．2％）  
521  

（0．0）  

47   28   6   0   P   0   

民立民営  33  （24．3％）   （0．9％）   （0．0％）   （0，0％）   
115  

（5．2％）  （0．0％）   

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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放課後子ども教室との関  について  

【放課後子ども教主推進事♯についての内容・目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを  
対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。  
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放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  
して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  

【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

20予算額   186．9億円（20，000か所分）   77．7億円（15，000か所分）   

補助率   1／3（園、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   
※別途保儀者（利用料）負担あり  

補助基準額  運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（20年度）   創設費：1，250万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   
備品費：100万円  

指導員等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教具等を安全管理員、学習アドバイザー等として  

配置   

実施場所   学校内（余裕教室）  28．5％   小学校  
学校内（専用施設）   19．8％   公民館  

設   
（平成20年5月）  

1  （平成19年度）  

既存公的施設   9．1％  
67％                12％  その他（民家、保育所等）17．0％   

実施か所数  17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7，821か所（平成20年度《予定》）   

利用児童数  登録児童数約79万人（平成20年5月）  

要に応じて土曜日も開所）   たり平均126日）   

〔対前年4．5万人増〕  竿驚慧藍主よ濫去三戸訟〕（平成18年度）   
実施形腰層  原則として年間250日以上開所（夏休み専の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年虔は1か所あ  

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  100   



1．「放課後子どもプランlの定義   

○ 市町村が策定する「事業計画」と同計画に基づく「放課後対策事業j  

（放課後子ども教室推進事業・放課後児童健全育成事業）の総称  

5．都道府県の体軋役割筈  
○都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   
られるよう、以下の支援を実施  
・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  
される「推進委鼻会」を設置し、プランの実施方針、指導者研修の企  
画、事後検証・評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導層等の事業関係  
者の資質向上や情報交換・情報共有を図るための研修の合同開催  

・基本的に教育委員会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  
じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

・主管部局は、推進委員会事務局、補助申請事務等の業務を行う  
に当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

2．実施主任   

○ 事業計画の策定主体：市町村   
○ 事業の実施主体：市町村、社会福祉法人、特定非営利活動法人他  

3．事集線暮   

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進手業」として、   
交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付   

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町   
村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  6．市町村の休削い役割等  

○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設置   
し手業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討  

○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   
福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

○ 主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

4．塞壷！汁両の策定   

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具休的な連携方策、21年度   
までの「放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等   
を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本事業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし   
て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない。  

7．市町村における車重の妻施  

○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育館、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で手業を実施している、余裕教室が無し＼などの場合lこ地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡調整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配置  
○学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導層の配置、専用のスペースの確保等）の提供  

就学前児童が育つ場所  

○就学前児童が日中育てられている場所を年齢別に見ると、以下のとおり。  

●雷義所内優▼▲敵  

■優▼ママ  

臼幼稚■  

日暮轟書  

田ベビーホテル  

田■可外≠★施設  
（モの他）   

ロ保▼断  

0■児  1■児  2■児  3■児  4義以上児  
出典）就学前児暮数：平成19年人口推計年報【総務省統計局（平成19年10月1日現在）】  

幼稚園如應児童数：学校暮本調査（速報）【文部科学省（平鹿20年5月1日現在）】  
保育所利用児義教：福祉行政報告例（概数）【厚生労蘭省（平成20年4月1日現在）】  
認可外保萬施設、ベビーホテル：厚生労働省保書誅調べ  
保書ママ、事♯所内保育施設：厚生労♯省保育練調べの年齢計の入所児i数を按分した数価  
褒臆零．就学前児暮数と各施設入所児童数総計との差  

102   



各種の子育て支援事業の制度的な位置付け  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）  
（市町村の責務）  

第21条の8市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが   
積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当   
該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動   
の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならなし†。  

第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事   
業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施されるよう、必要な措置   
の実施に努めなければならない∩   

一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業   
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業   
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業   

（市町村の情報提供等）  
第21条の11市町村は、子育て支援事業に閲し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の  
希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業   
の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又  
は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  

③市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託   
することができる。  

④子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

※国会へ再提出予定の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」においては、第21条の9について、子育て支援事業の例示に、乳児家庭全戸   

訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を追加する改正が盛り込まれている。  
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各種の子育て支援事業に対する財政措置   
○ 市町村の各種子育て支援事業に対する財政措置は、主として「次世代育成支援対策交付金」（ソフト交付金）  

と、「児童育成事業費」により行われている。  

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   児童育成事業費   

（1）制度概要  ○ 市町村が地域行動計画に基づき策定した毎年度  ○ 市町村等が行うー定の事業に対し、児童手当制  

の事業計画に対し、一定の算定基準に基づいた額   度における事業主拠出金を財源として、圭蓋毎に  
を国が補助するもの。  定められた一定額を国が補助するもの。  

○具体的には、事豊吉と児章人口筈により、各年度  
※児童手当の支給に支障がない範囲内において  

の同庫予主査百を配分。  

※享董毎に一定額が補助される仕細みではない。  
実施。   

（2）対象事業  ・乳児全戸家庭訪問事業   ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

・養育支援家庭訪問事業   ・病児・病後児保育事業  
・ファミリー・サポートセンター事業   t 家庭的保育事業  

・子育て短期支援事業（シ］－トステイ・トワイライトステイ）   ・認可化移行促進事業  

・延長保育促進事業   ・休日・夜間保育事業  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   ・特定保育事業  

■ 地域における仕事と生活の調和推進事業   ・一時保育（一時預かり）事業  

・へき地保育所事業   t 地域子育て支援拠点事業  

・家庭支援推進保育事業   ・民間児童館活動事業  
・その他事業（※地域の創意工夫を活かした専業）   等   

（3）財源  国1／2、市町村1／2   事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3   
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他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  
介護保険制度   障害者自立支援法   次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において夷施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須主童   1．必：君暮童   

（D介護予防事業   1相談支援事業  
（※必須暮斐はなく．すべて任意。）  

②包括的支援事業（介護予防ケアマネジ  ②コミュニケーション支援事案   ・乳児全戸家庭訪問事業  

妄窟ヲ艶欝牒翳警漕攫隻 務）  ③日常生活用具給付等事業   
・養育支援家庭訪問事業  
・ファミリー・サポートセンター事業  

2．任意事董  
⑤地域活動支援センター機能強化事業        ・子育て短期支援手業（シ］－トステイ・  

①介護給付費等費用適正化事業   トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業   などのメニュー事業のほ  ・延長保育促進事業  等  
（aその他の幸姜（※各自治体の創意   意工美による幸糞安価  ・その他書董〔 

エ美に上る土妻妾施が盲一能）   
エ美による塞豊実施が可1拒（）  

（財政支援・財源構成）   
（財政支援・財源構成）   （財政支援・財源構成）  

地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  
地域支援事業の実施に必専な曹用につい  について、一定の董定基準に基づいた鮨       日 定した毎年度の事業計画に対し二足   て 
．上限麺〔※）の範廃内において‥以下の  皇国過払。   

の豊定某倭に基づいた蘭を国が補助  
財源構成により．関係者が負担。  

人口による某進  するもの。  
※当該市町村の介護給付費の3％以内  により．各年度の国産予豊蔭を配分  

具体的には、手套稟繕と  
具体的には、賽姜奮とl月．書人口暮に  

［＝：五i垂直豆亘：：：コ  蘭遼  より．各年度の国産予豊顔を配分。  

（国：1／2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  ※事業毎に一定額が補助される仕  
組みではない。  

※なお、市町村による事業のほか、  

佃煮構成】     【財＃蠣慮】  

都道府県による享糞（貴門件の高い  

婁董や研修享蓋筈）あり。  
※r2卑」…40～64▲の保険料  

各種子育て支援事業の取組の現状  
《事 業 名》  《事 業 内 容》  《19年度実績》 《地域における箇所数》  

乳児家庭全戸  
訪 問 事 業  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援  
に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  

全市区町村の   
58．2％  1，063市区町村 （平成19年度交付決定へ’－ス）   訪

 
問
 
支
援
 
 

養 育 支 援  
訪 問 事 業  

養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

全市区町村の   
42．9％  784市区町村 （平成19年度交付決定へ●－ス）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

1小学校区当たり   

0．20か所  4，409か所 （平成19年度交付決定へ●－ス〉   

4，718か所  
（公営3．125か所、   
民営1．593か所）  

（平成18年10月現在）  

児童に対する遊びを通じた集団的・個別的指導、放課後児童の育  
成・指導、母親クラブ等の地域紙繊活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相談等。  

1小学校区当たり   

0．21か所  
児 童 館 事 業  

一 時 預 か り  
（一時保育）事業  

保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

1小学校区当たり   

0．32か所  7，214か所 （平成19年度交付決定へ■－ス）  
預
 
 
か
 
 
り
 
 

子
 
育
 
て
 
短
 
期
 
 

支
 
援
 
事
 
業
 
 

短 期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  
養育が困難となった場合等に、児童養護施腰など保護を適切に行うこと  
ができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

1市区町村当たり   
0．32か所  584か所 （平成19年鹿交付決定ヘーース）  

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など  
保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜間暮雄等  
（トワイライトステイ）  

事  業  
1市区町村当たリ   

0．18か所  301か所 （平成19年度交付決定へ■－ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  
援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  

る連絡・調整を実施するもの。  

・
・
業
 
 

一
卜
事
 
 

り
－
一
 
 

■
 

ミ
タ
 
 

ア
ポ
ン
 
 

フ
サ
セ
 
 

1市区町村当たリ   

0．30か所  540か所 （平成19年度交付決定へ●一入）  

注：市区町村の総数l机827（平成柑年4月1日現在）。JJ＼学校区としての国公立小学校凱ま22．270（文部科学省「平成20年康学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。   



各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況①  
（平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」）  

生後4か月までの全戸訪問事業  育児支援家鹿訪問事業  生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちやん事業）  育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村教  ／妄絡も  実施市区町村赦  ノ実施率．  実施市区町村数  J実施率＼  実施市区町村数  」鼻施卒㌧   

北 海 道  103   J57．2％＼   70   J38．9†il  滋 賀 県   18   ∫ 69．2，iミ   13   ∫50．鍋＼   

青 森 県   19   ∫ 47．5％ ミ   ヂ 27．5％ て  京 都 府   16   ∫ 61．5％ ミ   14   ∫ 5ユ．8％ ミ   

岩 手 県  30   85．7％ ミ   20   57．1％ ミ  大 阪 府   18   ∫ 41．9％  ミ   31   f 72．1％ ミ   

宮 城 県   35   97．2％  ミ   31   88．1％  ミ  兵 庫 県   2a   68．3％ ミ   23   妄 56．1％   

秋 田 県   13   52．0％   4   16．0％  奈 良 県   16   ‡ 4l．0％   15   38．5％   

山 形 県  28   80．0％   20  57．1％  和 歌 山 県   10   33＿3％   8   20．0％   

福 島 県  28   43．3％   14   23，3％  鳥 取 県   15   78＿9％   3   15．8％   

茨 城 県  24   54，5！も   20   45．5％  島 根 県   17  81，0％   52．4％   

栃 木 県   18  58．1％   17   54．8％  岡 山 県   17   63．0％   16   59，3％   

群 馬 県  26  68．4％   15   39．5％  広 島 県   18   78．3％  n   47．8％   

埼 玉 県  27  38．8％   25  35．7％  コ 県   14   63．6％  10   45．5％   

干 葉 県  27  48．2％   15  26．8％  島 県   12   50，0‰  9   37．5％   

東 京 都  27  43．5％   42  67．7％  Jll 県   10   58＋8ヽ  6   35．3，i   

神奈 川 県   12  36．4，i   15  45．5％  媛 県   7   35．0％  5   25．0％   

新 潟 県  25  71．4！i   16   45．7％  高 知 県   19   54．3％  n   31，4％   

富 山 県  n  73．3％   4   26．7％  福 岡 県  31  47．0％   31  47．0％   
8   石 川 県   19   100．肌  …   19   100．0％  佐 賀 県   1g  82．6％  34．8％   

福 井 県  14   82．4，も   6   35．3†i  長 崎 県  21   91．3％   16   69．6％   

山 梨 県  20  71．4％   19   67．9†i  熊 本 県  29   60．4％   13   27．1％   

長 野 県  47   58．0％ ；   28   34．8％  大 分 県   61．1％   9   50．0％   

岐 阜 県  21   50．0％ f   15   35．7％ ∫  宮 崎 県   10   ミ 33．3％ テ   5   16．7％ f   

仲 同 県  30   ～ 714％ ～   18   ミ 42．9％ f  鹿児 島 県  23   ミ ヰ6．g％ ～   10   ミ 20．硝j   

愛 知 県  29   、 46．0％J   35   て 55．6％ ∫  沖 縄 県   33   ミ 80．5％ ∫   17   ミ 41．5％ ∫   

三 重 県  20   ＼89．0％J   12   14l．4％ノ  今 庄】中 だ1  1063   58．2％ ノ   784   ＼42．9％J   

● 
■●●－●  

■■■●●      平 成18 年 度  ●  451   埠吋■   

※ 各都道府欄には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定ベース  
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各種の子育て支援事業の都道府県別■取組状況②  

（一時預かり）  

実施割合（％）  

宮
崎
県
 
 

大
分
県
 
 

熊
本
県
 
 

長
崎
県
 
 

佐
賀
県
 
 

福
岡
県
 
 

高
知
県
 
 

愛
媛
県
 
 

香
川
県
 
 

徳
島
県
 
 

山
口
県
 
 

広
島
県
 
 

岡
山
県
 
 

島
根
県
 
 

鳥
取
県
 
 

沖
縄
県
 
 

鹿
児
島
県
 
 

北青岩音秋山 福茨栃群塙千乗神 新富 石福 山長岐前受三滋 京大兵柔 和  
海森手械 日 形 島城木馬 玉葉東条潟山 川井 梨野阜岡 知 壬賀 都阪庫良歌  
道県 県 県 県 県 県 県 県県 県県都川 県 県 県県 県県県県 県 県県 府府 県県 山  

県  県  
斗1実施割合は、一時保育実施保育所数（総数）に占める各都道府県の一時保育実施保育所独の割合である．（平成19年度交付決定ベース）  
■2 都道府県の実施割合は、その区域内の政令指定罰市、中核市に係る実施割合を含んだものである。  



各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

相 吐 嘆 嘆 喋 味 嘆 嘘 嘆 畦 吐 嗅 椿 吐 喋 喋 疲 吐 些 吐 喋 咲 喋 喋 嘆 僅 笹 喋 嘆 嗅 味 喋 咄 嗟 吐 喋 些 喋 喋 喋 嘆 嘆 喋 嘆 喋 喋 喋 紅  
塵 様 ≠ 肇 田 染 嶋 聾 ≠ 畔 周 獣 棟 ≡ 曙 ∃ 三 汰 献 騒 叫 匿 景 叫 桝 詩 崖 慢 咽 ∃ 踏 騨 ∃ 嶋 □ 噌 ≡ 楽 長 匿 旗 智 せ 虫 聖 ヰ 嬰 羽 賀   伽  ∃  横 堤   卜 琳 月給  袖 悼  ∃ 唖  金 融l‥    く   ヰ 郎 区  ∃  閻        伽  

僻 叫  泰  擢   祐 蟹    振   搾   型   瀾 條 ぺ 叫 耶 ＃    域  控  削 憾 聖 堂 叫 縦 ぺ  禦 兼  
賢  岸  増  

※各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については平成17年国政調査による。  

※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。  

地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  
市区町村軌  実施市区町村敷  実施率  市区町村数  実施市区町村数  実施率   

北  海  道   180   126   70．0†i   滋  賀  県   2（；   21   80．8，i   

青  森  県   40   29   72．5！i   京  都  府   26   25   96．2％   

岩  手  県   35   30   85．7！i   大  阪  府   43   41   95．3％   

宮  城  県   38   31   8（；．1％   兵  庫  県   41   35   85．4％   

秋  田  県   25   19   76．0，i   奈  良  県   39   29   74．4％   

山  形  県   35   29   82．9，i   和 歌 山 県   30   17   56．7％   

福  島  県   59   24   40．7％   鳥  取  県   19   18   94．了％   

茨  城  県   44   40   90．9％   島  根  県   21   18   85，7％   

栃  木  県   31   25   80．6†i   岡  山  県   27   21   77．8％   

群  馬  県   38   24   83．2％   広  島  県   23   22   95．7％   

埼  玉  県   了0   57   81．4％   山  口  県   20   18   90．0％   

干  葉  県   56   40   71，4，i   徳  島  県   24   21   8丁．5％   

東  京  都   62   37   59．7，i   香  川  県   17   15   88．2％   

J＝＝   ‾        ∴   33   24   72．7％   愛  嬢  県   2（】   17   85．0％   

新  潟  県   31   30   96．8％   高  知  県   34   19   55．9％   

吉  山  県   15   14   ＼ 93■3％   福  岡  県   66   50   75．8％   

石  川  県   
ノ  

19   1g  100．0％   佐  賀  県   20   13   65．0％   

福  井  県   17   16   94．1！i   長  崎  県   23   19   82．8％   

山  梨  県   28   17   60．7％   熊  本  県   47   40   85．1％   

長  野  県   81   4g   60．5，i   大  分  県   18   17   94．4％   

岐  阜  県   42   37   88．1％   宮  崎  県   30   20   66．7％   

静  岡  県   38   38   100．0％   鹿 児 島 県   45   30   66．7，i   

愛  知  県   61   53   86．9％   沖  縄  県   41   22   53．7％   

三  重  県   2g   26   89．7％   全 国 平 均   1．805   1．382   76．6％   

注1）市区町村数は、平成20年11月1日現在。各都道府慎には政令指定都市、中棲市を含む。  
注2）平成19年虎児董環境づくり基盤整備事事た補助金交付決定ベース  ゎ 
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鹸
－
蓋
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「
 
 
 



地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  

（乳幼児人口（0～4歳）1，000人当たりのか所数）  

注2）地域子育て支援拠点か所故については、平成19年産児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付決定ベース。  111  

各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

（ファミリー■サポート・センター事業）   
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サポートセンター箇所数をグラフ化したもの。   



各種子育て支援サービス・制度の利用状況  

○ 各種子育て支援サービス・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める。  

○利用したことがある制度・サービス（1歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦）  
（％ノ  

0  5  す0  †5  20  25  30  35  40  45  50  

：：：二・・・賞無禦望禦禁  

量前・塵牡休義朝よ  

★児休義制鷹  

公立の認可保▼所  

哺秦ご蕪 
私立の馳可保★断  

線可外保t施設・紘旺保▼新  

書北嶋Ⅶ爛よ・  
短鴫Ⅶ勤務網よ  

企義内保▼新  

保書ママ・ベビーシッターなど  

（資料）社会保陣・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。  
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各自治体における多様な取組み（事例）①   
○ 各自治体においては、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）や児童育成事業費によるメニュー事業の   

ほか、多種多様な取組がなされている。  

事暮名   ●■  事霊書■   
■澹書  

嶋壌在宅子すて  穐区  妊●暗からのーかかりつけ俣▼■川耶駄一時保書♯験、各棲★   

支援制鷹「みなと  児体●への●加、蠣爛摘h栄養士、保t士による｛児相止、廉   

つ子」  書■の行事への●加．「俣★■であそぽう」への●加、毎月の  

縛り送付などがある。   

マイ保1蘭量録  石Ilt■  妊●中から出慮後の一児不安を書消するために、身近な保■所   

事暮   内市町  で★児緻重や★児相脚を貴けることができる巾度」医｛所は暮鑓  

割  ■になっており、rマイ保■l■利用券Jを使って平日午前半8保欄  

を■製で封同量けることができる｝   

マイ保禽■みんな  石川県  子雷てコーディネーターをだ■し、r子鶉て支櫨ブラン」を作成す   

で子｛て応援事  るeこれは、介吐保険のケアブランの一児版のようなもので、鞭Il   

集  的・糾爾的な保★サービスの利用を促し、蠣児不安を解消し、子ど  

もの失速を支援するもの。   

派遭型一時保■  遽区  保■毒のヰ病、入統幕により、一時的に俣■が必筆となる子ども   

●t  の自宅に保縛者を瀬1して保■を行う。一時俣礪の他、病後児保  

書、ホ生児傍■もあ仇   

派正型保禽サー  七■市  市に保｛ママとして登鑓されている子★て繚♯者が、子どもを≠   

ビス  かる派止型保書サービス。（l）産後の母娩の身の回りの世話や新  

生児の世鰭烏■後■安心ヘルパー淡遭サービス）、（2）■気の回t  

糊にある子どもの一時預かり（■後児暮在宅保★サービス）、（3）  

保攫善が■先の時や冠糟書祭の時などの子どもの一時預かリ  

（訪問型一時俣¶サービス）が含まれる。保書の実施囁所は、保  

★ママの自宅もしくは子どもの自宅。   

事義名   ■■  ●■■暮   

■胸陣  

協定書偏による  新宿区  （り痍気や出産のため入院、（2）竃扶の■九の介麒、（3）E糟葬   

子どもショートステ  祭、（4）●故や災書、（5）そのほか、書庭で兼★できない●†lがで   

イ■責  きた場合、0厳から小学校6年生までの子どもをショートステイ旭  

カー底で預かるく1日3（氾0円、■免あり）‘   

すみすみ子■て  托井黒  NPO法人やシルバー人材センターなどが行う、一時預かりや家●   

サポート●1  支離讐の利用料を助成。〈♯事柄用料1時間350円）   

子書て応援券  杉轟区  駄筆筒の子どものいる篭庭に、一時保★やれ子コンサートなど、  

他職の子｛て支醜サービスに利用できる靡を配付．   

子■てファミリー  
世帯居住支援   

大飯市  

他   

子禽て世帯に■し  愛知■  子★て世♯に■Lた住まし＼の基本的な考え方をれ民・事霊者にガ   

た住宅・住坤壌ガ  イドラインとして提示。   

イドライン  

子★て支援マンシ  一日区  区内に供給される、ソフトり＼－ドの両面で子★てに配■されたマ   

ヨン紘玉鋼度  ンションを認定・支援することにより、子1てしやすい居住環塊を  

整■ド   
高h者世1と子  ■洪積  ▲齢者住みサえ相鱒．子繹て世職への転貸支線、ホ仏者向けt   

禽て世帯の住轡  良賃貸住宅の供給を一体的に兼施．   

え毛デル◆t  

道営であえ－る  北濃■  遭営住宅について、子書て支援仕様の住空間、子★て支援サー  

ビスを一体的に書■。子どもの年齢に基づく期限付き入居を縞  

入∪   
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
事雷名   取繊  ■暮■■   

自治体  
「子ども条例」制定に向け  書田市   子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支え合う   

た子どもの参画  地域社会を業現することを目的に制定。検討過程で、公暮  

子ども委員、地域子ども会は（26中学校区）、3回のパフリッ  

ク⊃メントなどを実施。   

子ども部会の討慮による  モ1追   子どもの未来づくりTは会こ子どもの未来づくりのための少   

知事への提案  子化対策権遭条例に基づく設正）の子ども部会で特定のテ  

－マをもとに検討し、知事に操業！。   

子どもを虐待から守る粂  三軍県 他  条例に基づき、子禽て支線指針、早間発見対応指針、保膿   

例  支援指針を鼠重し．未然鵬止・早期発見・回復・再構築の支  

援を図る亡   

みえ次せ代禽成応接ネッ  三業県   三豊県の企1と地域の団体が連携して、子育てに膿しい他   

トワーク  域社会づくりに取り組む地域密■里子角て応援ネットウー  
ク」マッチング●能、企爾の支線などを犬施。   

子禽てネットの正賞・マッ  三■吊 他  ll々な子禽て情報や子脅て相膜を行うサイトの運営や、乳   

フづくり  幼児のいる子角て家庭を対象にした市内まちあるきマッフの  

作成を企霊やNPOと協≠して真施．   

子《て総合支援センター  電■県   市町村・NPO・子肯てサークル等の千倉て関係細▲の取組   

●t  を総合的にコーディネートすることや、人材角成、子合て支  

援用撥の■檎・発憤など．手癖て支援活勤を支援し   

子負てま臆優待■1  子禽て賓廉にカードを配布し、県内の協賛店■・穐設で商品  

の刑引や優待サービスなど様々な積典が受けられるu   

チャイルドライン  18歳までの子どもがかけるt括として、子どもの声に耳を傾  

ける叫のヰ成など、子どもの停会な成長のための社会基盤  

づくりの取組】   

父親の子員て参加促進  埼玉県 他  tき方の見▲しとともに、地域や■附こおいて父挟の食■   

●t  ■成や父親同士の仲間づくりを止め、子自て●加の慧膿を  

息める）   

出会いの嶋づくり・結れ  イベント等の開催による結婚を望む男女の出会いの機会撫   

応援事暮  供や結姉相鰻の実施lこよるお相手紹介  

事象名   ■ll  ●t■■   

■カ縫  

妊岬僚■鯵鐘  妊■書庫鯵査盤鯵食用を自治体で負担．   

♯用取成糾虎  
出産責用助成  分娩や入院にかかる出盆景用のうち、出血角児一時優等を善し  

引いた金鋳の助成等し   

乳幼児霹瞼費  乳幼児にかかる鰐椴責の助成く】   

助成  

歯科検鯵  乳幼児☆鯵とあわせて、歯科槙鯵の実施レ   

瞳愛撫鯵  羽島市  
嬉現川町  
惚   

プレーパーク事  世田谷区  住民との協働により、プレーノーダーや地域ボランティアのもと、子   

t  どもたちの拝命心を大切に、自由にやりたいことができる遊び場づ  

〈りを翼施．   

おもちや回■館  坤盲のある子どもたちにおもちやを用意し．気に入ったおもちやを  

遭んで遊ぶ牡会を提供し∴家でも遊べるよう買L出しを行うL署娃  

にも仲間作りや憺欄交汝の嶋となっている」   
子禽て頼政至  1宮守市  錆児相繰の総合奄ロを開披し、独自に養成した「子自てケアマネ  

ージャーJが千鶴ての悩み全般に対し、遇切な支援サービスを去  

内し  

社会保障国民会議 第3分科会  
（持続可能な社会の構築（少子化・仕事と生活の調和）分科会）   

中間とりまとめ（平成20年6月19日）（抜粋）  

3．（2）地域全体が支える、世代を超えて支える子書て支援   

子育てには時間と人手がかかるが、それだけに得られる幸福感も大きい。   

しかしながら、地域での子どもとのふれあいの減少などにより、親になるまでに子育てに肯定的な感情を持てないこ  

と、親になっても、子育てについて身近に悩みを相談する相手がいないことなどから、親が子どもとのきずなを見いだ  

せない、子育ての負担面ばかりを感じがちであるといったケースが増えてきている。子どもに関わる豊かな時間を生み  

出し、子どもと一緒に暮らし、子どもとともに親も成長する充実感、子育ての本当の楽しさを実感できるような子育て支  

援が必要とされてきている。  

子育て支援は地域が支えることが重要である。町内会・自治会、NPOなどの市民団体や、企業、シニアや若者をは  

じめとする地域住民など、多様な主体が担い手となって、地域全体が子育てに関われるような支援、子育て家庭のリ  
スクにもきめ細かに対応できるような地域のネットワークが必要である。子育て支援のサービスの担い手としては、依  

然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が大半を占めているものがあり、新規参入のNPO等が参入し  

づらい現状がある。このため、今後、担い手の育成という視点も含め多様な主体の参画に向けた検討がなされるべき  

である。地方公共団体における政策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手と  

してではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関する取組などに積極的に参画し得る方策を探るべきである。  

また、 頬白身が、やがて支援側に回れるような循環を地域に生み出し、高齢者も含めた地域の力（例えば地域の  

「社会的祖父力・祖母力」の活用による世代間交流）などを有効に引き出すことができるよう、子育てに優しいまちづく  

りの視点も含めた環境づくりが必要である。多子世帯に配慮した支援なども重要である。  

これからの子育て支援は、すべての家庭を対象に、子ども自身の視点に立つとともに、親の主体性とニーズを尊重  

し、子育てが孤立化しないように、子ども自身と顛の成長に寄り添う形で支援することが重要である。  

幼少期から長期的展望に立って子育てに関心を持つ、「心を育てる」取組を幅広く進めるとともに、子どもを持ち、  

育てる喜びを認識し、共有するための情報発信にも力を入れていくことも必要である。  
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